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令和８年度九州地方整備局統合道路情報設備改造

支出負担行為担当官
九州地方整備局長
垣下　禎裕
〒８１２－００１３　福岡市博多区博多駅東２－１０－７　福岡第二合同庁舎７階

令和　８年　６月２２日

日本無線株式会社　九州支社
福岡県福岡市博多区綱場町４－１
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随意契約理由書 

 

１．件　　　　　　名　　令和８年度九州地方整備局統合道路情報設備改造 

２．契 約 の 相 手 方　　福岡県福岡市博多区綱場町４－１ 

　　　　　　　　　　　　日本無線（株）九州支社 

 電話　０９２－２６２－２１２１

３．履 行 場 所　　福岡県福岡市東区水谷２丁目５５－１１　九州高規格道路管理センター 

４．随意契約適用法令　　会計法第２９条の３第４項 

 予決令第１０２条の４第３号

 （公募からの特命随意契約）

５．当該案件の目的・内容及び随意契約に付する理由 

　１）当該案件の目的及び内容 

　　　本業務は、道路情報表示板等の新規整備に伴う追加対応、及び上位配信先である集約中継装置

 　　の更新に伴う変更対応を行うため、統合道路情報設備の改造を行うものである。

　２）随意契約に付する理由 

　　　今回の改造は、既設の統合道路情報設備の改造（道路情報設備の追加による機能改造）を行う

　　ものであり、設備の「機能・性能」に影響が及ぶ改造である。 

　　　当該設備は、当局の業務目的を達成するために必要な「機能・性能」を定めた仕様書等に基づ

　　き、当該設備の機器（ソフトウェア等も含む。）製作者（以下「製作者」）が独自に管理保有し

　　ている技術を基に、設計・開発・製作・納入したもので、機能改造に当たり、既設設備の設計思

　　想、技術的ノウハウの熟知が必要である。 

　　　以上のことから、本件の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を

　　招請する公募を実施した。公募の結果、参加意思確認書の提出がなかったため、会計法第２９条

　　の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、日本無線（株）九州支社と随意契約

　　を行うものである。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（随意契約理由書作成者） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画部　情報通信技術課長 


